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[bookmark: _Hlk1501749]桂ケ丘自治会　軽トラック使用規則

第１条  （目　的）
この規則は、桂ケ丘自治会（以下「自治会」という）及び桂ケ丘住民の諸活動を助長す
るために配備された軽トラックの適正な管理と運営を図ることを目的とする。

1. （使用できる者）
軽トラックを使用できる者は、自治会をはじめ、桜ケ丘ハイツの住民で構成する組織（会）及び桜ケ丘ハイツに居住する住民とする。ただし、上記以外の者から使用の申込があったときは、自治会長は使用の目的、内容等を審査のうえ許可することができる。

第３条　（使用目的）
1. 軽トラックの使用は、次の目的による場合を原則とする。ただし、特定の政治的及び宗教的活動を目的とする使用はできないものとする。
（１）官公庁等が必要とする場合
（２）自治会等の役員会開催時、自治会等が主催する行事
（３）桂ケ丘自治会以外の自治会の活動
（４）小・中学校ＰＴＡ
（５）子ども会
（６）青少年スポーツ団体
（７）老人会
（８）交通安全協会
（９）青少年育成市民会議
（１０）体育振興会
（１１）自治連合会
（１２）その他、使用の目的を考慮し、自治会役員が必要と認めた場合
1. 第3条の各項目優先順位については申し込み順とする。ただし、緊急時においては自治会長が判断するものとする。

第４条　（管理運営の方法）
軽トラックの管理運営は、自治会長、副会長、会計及び各部長（以下「自治会役員」という）が協議して行うものとする。ただし、緊急時においては自治会長が判断するものとし、後日、自治会役員に報告するものとする。

第５条　（担当者）
1． 　担当者は、各年度自治会総務部とする。
2． 　担当者は、申込の受付・鍵の貸出返却等の管理を行う。

第６条　（申込みの手続）
1． 軽トラックの使用申し込みは、桂ケ丘自治会事務所に備え付けの「自治会軽トラック借用書」に必要事項を記入の上、使用予定の前日までに担当者に提出するものとする。　　　
ただし、使用の申し込みが重複しない場合は、随時使用の申し込みを受け付けるものと　　　　　　　　	  する。



２．　１の申し込みを変更しようとするときは、速やかに担当者に報告するものとする。
３．　使用責任者は、軽トラック使用規則第８条を厳守するものとし、軽トラックの使用後に
おいて「運転日報」及び「軽トラック点検表」を提出するものとする。
４．　担当者が対応できない場合は、自治会長が鍵の貸出・返却の職務を代行する。

第７条　（使用許可の変更等）
1. 自治会長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、または使用中において使用者に対して使用条件を附することができる。
1. 自治会長は、必要があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
1. 自治会長は、使用者の責に帰すべき損害が発生したと認めるときは、使用責任者に必要な弁償を要求することができる。

第８条　（使用者の責任）
使用者及び使用責任者は、軽トラックの使用について次のことを厳守するとともに、先　　　　　　方及び軽トラックに損害を与えたときには必要な弁償をしなければならない。
1. 交通安全には充分注意を払い、安全運転に務めること。
1. 運転中のスマートフォン・携帯電話等の使用をしないこと。
1. 軽トラック内での喫煙は行わないこと。
1. 使用後の清掃と整理整頓に努めること。
1. 騒音、暴走行為、過積載等、その他好ましくない使用をしないこと。
1. 使用前、使用後には車両点検を実施のこと。
1. 使用時間を守ること。
1. ごみは必ず持ち帰ること。
1. 消灯、Ｐブレーキ、窓閉め、施錠について確認すること。
１０． 使用後は、ガソリンを満タンにして返却のこと。

第９条　（使用時間）
軽トラックの使用時間は、午前9時～午後9時までとする。ただし、自治会長が必要と認　　　　　　 	めたときは時間を繰り上げ、または延長することができる。

第１０条　（雑　則）
この規則の運営上、疑義が生じたとき及びこの規則の改廃は自治会役員会で審議のうえ決　　　	定する。

付　則
本規則は、平成１７年４月１日から施行する
　　　　　令和２年３月２２日一部改定




17


